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■計画策定にあたって 

 

１．計画策定の背景と趣旨 

（１）計画策定の背景 

近年の障害福祉の動向として、障害者権利条約の批准に向けての国内法の整備が進められてき

ました。平成 23 年８月の改正障害者基本法では、障害者権利条約の差別の禁止に係る規定の趣

旨が盛り込まれ、社会的障壁の定義が規定されるともに合理的配慮に係る規定が盛り込まれまし

た。以降、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」（障害者虐待防

止法）、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（障害者差別解消法）が成立して

います。 

平成 25 年４月から「障害者自立支援法」が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律」（障害者総合支援法）と改正・改称し、障害者の定義に難病等が追加されまし

た。また、平成 28年６月の障害者総合支援法及び児童福祉法の一部改正では、障害者が自ら望

む地域生活を営むことができるよう、「生活」と「就労」に対する支援の一層の充実や障害児支

援のニーズの多様化にきめ細かく対応するための支援の拡充等が規定されました。 

 

■障害福祉に関する動向 

 障害者基本計画 障害福祉計画 
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障害者基本法の改正（平成 23 年 8 月） 

〇目的と理念の改正・強化 

・基本的人権の尊重 

・障害者・障害の定義の見直し 

・地域における共生社会の実現 

〇差別の禁止 

・社会的障壁、合理的配慮の規定 

〇個別分野の追加と既存分野の強化 

【新設】療育、防災及び防犯、消費者としての

障害者の保護、選挙等における配慮 等 

障害者総合支援法の施行（平成 25 年 4 月） 

〇障害者の定義に難病患者を追加 

〇重度訪問介護の対象に知的・精神障害により行

動障害のある人を追加 

〇共同生活介護（ケアホーム）の共同生活援助（グ

ループホーム）への一元化 

〇障害程度区分を障害支援区分に見直し 

障害者虐待防止法の施行（平成 24 年 10 月） 

〇障害者虐待の防止と虐待防止の早期発見・対

応と再発防止等の取組を規定 

障害者総合支援法及び児童福祉法の改正 

（平成 28 年 6 月公布・平成 30 年 4 月施行） 

〇障害者の望む地域生活の支援 

・自立生活援助、就労定着支援等 

・高齢障害者の介護保険サービス利用円滑化 

〇障害児支援のニーズの多様化への対応 

・居宅訪問による発達支援 

・障害児福祉計画の策定 等 

○サービスの質の確保・向上に向けた環境整備等 

障害者差別解消法の施行（平成 28 年４月） 

〇障害者基本法に定めた「差別の禁止」の規定

を具体化 

・地方自治体における差別的取扱いの禁止 等 
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（２）計画策定の趣旨 

「清須市障害者基本計画」は、「障害者基本法第 11 条第３項」の規定に基づき、本市の障が

い者施策の基本方向を総合的、体系的に定めるものです。 

「障害福祉計画」は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害

者総合支援法）第 88 条」の規定に基づき、基本指針に即して障害福祉サービス、相談支援及び

地域生活支援事業の提供体制の確保について定めるものです。 

また、今般の児童福祉法の一部改正により、市町村は「障害児福祉計画」を定めるものとされ

ました。（33 条の 20）。「障害児福祉計画」は、基本指針に即して、障がい児の通所支援・

相談支援の提供体制の確保について定めるものです。 

「障害児福祉計画」は、「障害福祉計画」と一体のものとして作成することができることにな

っており、本市でも「第１期障害児福祉計画」を、「第５期障害福祉計画」と一体的に作成する

ものとします。 
 

■根拠法令・計画の性格 

 障害者基本計画（第３期） 障害福祉計画（第５期） 障害児福祉計画（第１期） 

根拠法令 
障害者基本法 第 11 条第３項 

（平成 23 年８月５日一部改正） 

 障害者総合支援法 第88条 

（平成25年４月１日施行） 

児童福祉法 第33条の20 

（平成30年４月１日施行） 

性  格 
障害者施策に関する基本的な 

事項を定める中長期的な計画 

障害福祉サービス等の量と提供 

体制を確保するための計画 

障害児支援の提供体制を 

確保するための計画 

 

２．計画の対象者と用語の使い方 

これらの計画は、障害者基本法、障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく計画であり、法の

趣旨に沿って計画の対象者を第一義的には市内の障がいのある人すべてとします。 

 

障がい者 

・身体障害者福祉法第４条に規定する「身体障害者」 

・知的障害者福祉法にいう「知的障害者」のうち１８歳以上の方 

・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第５条に規定する「精神障害者」の

うち１８歳以上の方（発達障害者を含みます） 

・難病 

障がい児 

・児童福祉法第４条第２項に規定する障害児 

・身体に障がいのある児童、知的障がいのある児童、精神に障がいのある児童 

（発達障害児を含みます） 

 

なお、この計画では、特に障がい種別、年齢別の表現が必要な場合や法律上の区分の必要性が

ある場合等を除き、総称として“障がい者”を「障がいのある人」、“障がい児”を「障がいのあ

る児童」という表現で統一しています。 
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３．計画の位置付け 

清須市障害者基本計画及び第５期清須市障害福祉計画・第１期清須市障害児福祉計画は、国の

「第４次障害者基本計画」及び「あいち健康ビジョン」などと整合性を図りながら、「清須市総

合計画」における福祉施策の個別計画と位置付けるとともに、「高齢者福祉計画・介護保険事業

計画」「子ども・子育て支援事業計画」などと調和した計画として策定するものです。 

 

■計画の位置付け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

清須市障害者基本計画 

（平成 30年度～平成 35年度） 

第５期清須市障害福祉計画 

（平成 30年度～平成 32年度） 

第１期清須市障害児福祉計画 

（平成 30年度～平成 32年度） 

 

 

 

清須市第２次総合計画（平成 29年度～平成 36年度） 

清須市高齢者福祉計画 

第７期介護保険事業計画 

（平成 30年度～平成 32年度）  

第１期清須市子ども・子育て支援事業計画

（平成 27年度～平成 31年度） 

 

清須市健康日本 21計画（第 2次） 

（平成 27年度～平成 35年度） 

 

[国] 第４次障害者基本計画 基本指針 

 

 

[愛知県] あいち健康福祉ビジョン 2020 
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４．計画の期間 

現行の「清須市障害者基本計画」（平成 24 年度～平成 28 年度）は、１年の延伸により、今

年度が計画期間の終了となります。これまでの計画を見直し、平成 30 年度から平成 35 年度ま

での６年間を計画期間とする新たな「（第３期）障害者基本計画」を策定します。 

また、現行の「第４期障害福祉計画」（平成 27年度～平成 29 年度）は、今年度が計画期間

の終了となり、こちらも計画を見直し、平成 30年度から平成 32 年度までの３年間を計画期間

とする新たな「第５期障害福祉計画」を策定します。「第 1 期障害児福祉計画」についても、障

害福祉計画と同様に 3年間を計画期間とします。 

 
 
 

 

■計画期間 

清須市障害者基本計画・障害福祉計画・障害児福祉計画 

Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 Ｈ35 

（第３期）清須市障害者基本計画 

      

第５期障害福祉計画 第６期障害福祉計画 

      

第１期障害児福祉計画 第２期障害児福祉計画 

      

 
５．計画の策定体制 

（１）策定委員会の設置 

サービスを利用する障がいのある人をはじめ、事業者、雇用、教育、医療等の幅広い関係者

の意見を反映するため、障がい者団体、支援団体、住民代表、福祉関係者及び学識経験者など

の委員で構成する「清須市保健福祉計画策定委員会（障害者部会）」を設置し、協議します。 

 

（２）アンケート調査の実施 

   ・身体障害者手帳、療育手帳又は精神保健福祉手帳保持者、福祉金受給者、サービス利用者 

計 2,884 人 

   ・平成２８年度本市に請求実績のある事業所  217 か所 

 

 （３）関係団体ヒアリング調査 

  障がい者団体等を対象に、サービス利用上の課題などについてヒアリングを行いました。 

 

（４）市民ワークショップの開催 

 「障がいのある人もない人も支えあう社会づくりのためのワークショップ」を９月に２回開

催しました。 

 

（５）パブリックコメント 

  市民の意見を聴取するため、パブリックコメントを実施します。 

 

  

  

第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画

策定に伴い、必要に応じて清須市障害者基本

計画の見直しを行ないます。 
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■計画の基本的な考え方 

 

１ 計画の基本理念 

 

 本市では、障害者基本法の理念を踏まえ、障がいのある人だけでなく、すべての市民の

ための計画と位置づけ、「価値共有」しながら、だれもが自分らしい生き方を追求でき、市

民相互の心のぬくもりが実感できるまちづくりを目指し「一人ひとりの生き方をともに支

えあう 夢応援・きよす」を清須市障害者基本計画の基本理念としてきました。 

本計画では、現行の計画を踏まえた上で、障のある人もない人も地域でともに学び、生

活し、そして支えあうノーマライゼーションを推進するために「障がいのある人もない人

も、ともに育み支えあう地域社会の実現」（仮）を本計画の基本理念とします。 

この基本理念に基づいて、３つの基本方針を定め、各分野の施策を展開していきます。 

 

－基本理念－（仮） 

 

障がいのある人もない人も、 

ともに育み支えあう地域社会の実現 

 

 

 基本理念の実現のために、「地域での理解」「地域での共生」「地域での安心」の大きく３つの基

本方針を定め、基本方針毎の施策を展開していきます。 

－基本方針－（仮） 

 

Ⅰ 地域での理解  

～各種啓発・差別解消・権利擁護・情報提供・相談支援～ 

Ⅱ 地域での共生 

 ～療育・保育・教育、就労支援、生涯学習、地域共生～  

Ⅲ 地域での安心 

 ～生活支援、保健・医療、生活環境、防災・防犯～ 
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２．清須市障害者基本計画の概要 

 

計画の概要 障害者基本法に基づき、本市の障がい者施策の基本方向を総合的、体系

的に定める。 

計 画 期 間 平成３０年度～平成３５年度 

（平成３２年度に必要に応じて見直しを行なう。） 

 

基本理念 基本方針 分野の基本目標 

（
仮
）
障
が
い
の
あ
る
人
も
な
い
人
も
、
と
も
に
育
み
支
え
あ
う
地
域
社
会
の
実
現 

Ⅰ. 地域での理解 

 

障がい、障がいのある人に対する 

理解促進・配慮を充実します。 

１ 啓発・理解促進 

２ 差別の解消及び権利擁護の推進 

３ 相談・コミュニケーション支援体制の充実 

Ⅱ. 地域での共生 

 

障がいのある人もない人も支え 

あう共生のまちづくりを推進し

ます。 

１ 療育・保育・教育の推進 

２ 就労支援の推進 

３ 生涯学習、スポーツ・レクリエーション 

活動の充実 

４ 地域交流・地域活動の推進 

 

Ⅲ. 地域での安心 

 

障がいのある人が安心して暮ら

せる地域での支援体制づくりを

推進します。 

 

１ 生活支援の充実 

２ 保健・医療の推進 

３ 生活環境の整備充実 

４ 防災・防犯の推進 
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３．第５期清須市障害福祉計画の概要 

 

事項 内  容 

計画の概要 
障害者総合支援法に基づき、障害福祉サービス、相談支援、地域生活支

援事業の提供体制の確保 

計画期間 平成 30年度～32年度 

施設入所者の地域生

活への移行、福祉施

設から一般就労への

移行等に係る目標 

１.施設入所者の地域生活への移行 

○地域移行者数：平成 28年度末施設入所者の９％以上 

○施設入所者数：平成 28年度末施設入所者の２％以上減 

２.精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

３.地域生活支援拠点等の整備 

４.福祉施設から一般就労への移行 

○一般就労への移行者：平成28年度の1.5倍 

○就労移行支援事業利用者：平成28年度の２割増 

○就労定着支援１年後の就労定着率：80％以上 

障害福祉サービスの

提供状況 

・指定障害福祉サービス 

・指定相談支援 

・地域生活支援事業 等 

各年度における指定

障害福祉サービス等

の種類ごとの必要な

量の見込み及びその

見込み量の確保のた

めの方策 

①訪問系サービス 

②日中活動系サービス 

③居住系サービス 

④計画相談支援 

⑤地域相談支援 

⑥理解促進・啓発事業 

⑦自発的活動支援事業 

⑧相談支援事業 

⑨成年後見制度利用支援事業 

⑩意思疎通支援事業 

⑪日常生活用具給付事業 

⑫手話奉仕員養成研修事業 

⑬移動支援事業        等 

計画の推進 
①関係機関との連携 

②計画の達成状況の点検及び評価 
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４．第１期清須市障害児福祉計画の概要 

 

事項 内  容 

計画の概要 児童福祉法に基づき、障害児通所・入所・相談支援等の提供体制の確保 

計画期間 平成 30年度～32年度 

児童通所支援及び障

害児相談支援体制の

確保に係る目標 

１.障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保に係る目標 

○平成 32年度末までに児童発達支援センターを１か所以上設置 

○平成 32 年度末までにすべての市町で保育所等訪問支援を利用でき

る体制構築 

○平成 32 年度末までに主に重症心身障害児を支援する児童発達支援

事業所、放課後等デイサービス事業所を各市町に１か所以上設置 

○平成 30 年度末までに医療的ケア児の適切な支援のための連携協議

の場設置 

２. 子ども・子育て支援等における障害児の受け入れの体制整備に係る

定量的な目標（平成29年３月31日国通知） 

○平成30年度から32年度までの保育所・認定こども園・放課後健全育

成事業等の目標（人） 

障害福祉サービスの

提供状況 

・児童発達支援 

・放課後等デイサービス 

・保育所等訪問支援 等 

各年度における指定

障害福祉サービス等

の種類ごとの必要な

量の見込み及びその

見込み量の確保のた

めの方策 

①児童発達支援 

②医療型児童発達支援 

③放課後等デイサービス 

④保育所等訪問支援 

⑤居宅訪問型児童発達支援 

⑥福祉型障害児入所支援・医療型障害児入所支援 

⑦障害児相談支援 

⑧医療ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーター配

置人数 

計画の推進 
①関係機関との連携 

②計画の達成状況の点検及び評価 

 


